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議 案 
第 47 号 

津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例の一部を改正する条例 

5 

議 案 
第 48 号 

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理
に関する条例 

7 

議 案 
第 49 号 

津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部
を改正する条例 

9 

議 案 
第 50 号 

ふれあいサロン条例の一部を改正する条例 11 

議 案 
第 51 号 

津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 15 

議 案 
第 52 号 

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための公の施設
の利用等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

21 

議 案 
第 53 号 

津山市加茂町文化センター条例の一部を改正する条例 23 

議 案 
第 54 号 

阿波地域農産物等活用型総合交流促進施設「あば交流館」条例の
一部を改正する条例 

27 

議 案 
第 55 号 

小型低床ノンステップバスの購入について 29 

議 案 
第 56 号 

財産の処分について 31 

議 案 
第 57 号 

損害賠償の額を定めることについて 33 

議 案 
第 58 号 

損害賠償の額を定めることについて 35 

議 案 
第 59 号 

損害賠償の額を定めることについて 37 

議 案 
第 60 号 

指定管理者の指定について 39 

議 案 
第 61 号 

指定管理者の指定について 41 

議 案 
第 62 号 

指定管理者の指定について 43 

議 案 
第 63 号 

指定管理者の指定について 45 

議 案 
第 64 号 

指定管理者の指定について 47 

議 案 
第 65 号 

指定管理者の指定について 49 

議 案 
第 66 号 

指定管理者の指定について 51 

議 案 
第 67 号 

指定管理者の指定について 53 

  



 



                            議案第４７号  
 
 

津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用    

等に関する法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提    
供に関する条例の一部を改正する条例 
 

 津山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号等の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年津山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 
 第２条第３号中「及び」を「、」に改め、「又は第３項」を削り、「特定個

人情報」の次に「及び同条第３項の利用特定個人情報」を加え、同条に次の２

号を加える。 
 ⑹ 特定個人番号利用事務 法第１９条第８号に規定する特定個人番号利

用事務をいう。 
 ⑺ 利用特定個人情報 法第１９条第８号に規定する利用特定個人情報を

いう。 
 第４条第３項中「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用

事務」に、「同表の第４欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、

「当該特定個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改め、同条第４項中「前

２項の規定による特定個人情報」を「第２項の規定による特定個人情報の利用

又は前項の規定による利用特定個人情報」に改め、「当該特定個人情報」の次

に「又は当該利用特定個人情報」を加える。 

   付  則 

 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日から

施行する。 
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                            議案第４８号  
 
 
 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

を次のように制定する。 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例 
 
 （昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の

免除に関する条例の一部改正） 
第１条 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債

務の免除に関する条例（平成元年津山市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 
  第３条中「第２４３条の２の２」を「第２４３条の２の８」に改める。 
 （津山市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 
第２条 津山市下水道事業の設置等に関する条例（平成２９年津山市条例第３

５号）の一部を次のように改正する。 
  第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」

に改める。 
   付  則 
 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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                            議案第４９号  

 

 

 津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

 

  令和５年１１月２７日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例の一部を    

改正する条例 

 

 津山市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例（平成２７年津山市

条例第６１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条第２項第

６号中「第１４条第１項」を「第２２条第１項」に、「同条第９項若しくは第

１０項」を「同条第９項から第１１項まで」に改める。 

 第７条第１項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改め、同条第２項中

「第７条第２項」を「第８条第２項」に改める。 

   付  則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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                            議案第５０号  
 
 
 ふれあいサロン条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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ふれあいサロン条例の一部を改正する条例 

 
 ふれあいサロン条例（平成１７年津山市条例第１０６号）の一部を次のよう

に改正する。 
第４条から第６条までを削り、第７条を第４条とし、第８条を第５条とする。 

 第９条の見出し及び同条第１項中「利用」を「使用」に改め、同条を第６条

とする。 
 第１０条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「利用許可」を「使

用許可」に、「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に改め、

同条第２項中「利用料金」を「使用料」に、「利用許可」を「使用許可」に改

め、同条を第７条とする。 
 第１１条を削る。 
 第１２条（見出しを含む。）中「利用料金」を「使用料」に改め、同条を第

８条とする。 
 第１３条（見出しを含む。）中「利用料金」を「使用料」に改め、同条を第

９条とする。 
 第１４条の見出し中「利用権」を「使用権」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「利用する」を「使用する」に改め、同条を第１０条とする。 
 第１５条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第１項各号列

記以外の部分中「利用者」を「使用者」に、「利用を」を「使用を」に、「利

用許可」を「使用許可」に改め、同項第１号及び第２号中「利用許可」を「使

用許可」に改め、同項第３号中「第９条第３項各号」を「第６条第３項各号」

に改め、同条第２項中「利用者」を「使用者」に改め、同条を第１１条とする。 
 第１６条を第１２条とする。 
 第１７条第１項中「利用者」を「使用者」に、「利用を」を「使用を」に、

「第１５条第１項」を「第１１条第１項」に、「利用許可」を「使用許可」に

改め、同条第２項中「利用者」を「使用者」に改め、同条を第１３条とする。 
 第１８条中「利用者」を「使用者」に、「利用する」を「使用する」に改め、

同条を第１４条とする。 
 第１９条を削り、第２０条を第１５条とする。 
 別表第１中「（第１０条・第１１条関係）」を「（第７条関係）」に改め、

同表の備考第１項中「利用時間」を「使用時間」に改め、同備考第２項中「利
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用した」を「使用した」に改め、同備考第３項中「利用者」を「使用者」に、

「利用する」を「使用する」に改める。 
   付  則   

（施行期日） 
１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行前に、改正前のふれあいサロン条例の規定によりなされた

処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみな

す。 
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議案第５１号  

 

 

 津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和５年１１月２７日提出 

 

 

                 津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 津山市国民健康保険条例（昭和４４年津山市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第９条の３各号列記以外の部分中「及び第１９条の３」を「、第１９条の３

及び第１９条の４」に改め、同条第２号エ中「及び第７２条の３の２第１項の

規定による繰入金及び」を「、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３

第１項の規定による繰入金並びに」に改める。 

 第１１条第１項中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を「附則

第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の６第１５項」

を「附則第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第１３条の８各号列記以外の部分中「及び第１９条の３」を「、第１９条の

３及び第１９条の４」に改め、同条第２号イ中「及び第７２条の３の２第１項」

を「、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項」に改める。 

第１３条の１７各号列記以外の部分中「第１９条」の次に「及び第１９条の

４」を加え、同条第２号イ中「第７２条の３第１項」の次に「及び第７２条の

３の３第１項」を加える。 
第１６条第１項中「に定める額若しくは同条第３項若しくは第４項の規定に

より読み替えて準用する同条第１項各号」を「（同条第３項又は第４項の規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、第

１９条の３第１項（同条第３項の規定により読み替えて準用する場合を含む。

次項において同じ。）に定める第１３条若しくは第１３条の５の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第１９条の

３第４項第１号（同条第６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額、第１９条の４第１項各号（同条第３項又は第

４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額若しくは同条第５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替え

て準用する場合を含む。次項において同じ。）」に改め、同条第２項中「若し

くは同条第３項若しくは第４項の規定により読み替えて準用する同条第１項

各号」を「、第１９条の３第１項に定める第１３条若しくは第１３条の５の基

礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、

第１９条の３第４項第１号に定める額、第１９条の４第１項各号に定める額若
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しくは同条第５項各号」に改める。 

第１９条第１項第１号中「附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項」を

「附則第３５条の２の６第８項又は第１１項」に、「附則第３５条の２の６第

１５項」を「附則第３５条の２の６第１１項」に改める。 

第１９条の３第１項及び第４項第１号中「保険料額」を「保険料率」に改め

る。 

第１９条の３の次に次の１条を加える。 
（出産被保険者の保険料の減額） 

第１９条の４ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）

がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額

のうち基礎賦課額は、第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００円を超

える場合には、６５０，０００円）とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 
⑴ 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基

礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た

額に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３２

条の１０の２で定める場合には、出産の日。第２３条の４第１項及び第２

項において同じ。）の属する月（以下この号において「出産予定月」とい

う。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予定月の翌々月ま

での期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 
⑵ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１２分の１を

乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額 
２ 第１３条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決

定について準用する。この場合において、第１３条第２項の規定中「保険料

率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 
３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは「第１３条の９又は

第１３条の１２」と、「６５０，０００円」とあるのは「２２０，０００円」

と、第２項中「第１３条」とあるのは「第１３条の１１」と読み替えるもの
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とする。 
４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」

とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限

る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは

「介護納付金賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは「第１

３条の１８」と、「６５０，０００円」とあるのは「１７０，０００円」と、

第２項中「第１３条」とあるのは「第１３条の２１」と読み替えるものとす

る。 
５ 当該年度において、第１９条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納

付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の

第１０条又は第１３条の２の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して

得た額（当該減額して得た額が６５０，０００円を超える場合には、６５０，

０００円）とする。 
⑴ 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基

礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 
⑵ 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料

率に第１９条第１項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに

掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に１２分の１を乗じて得た

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 
６ 第１３条第２項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決

定について準用する。この場合において、第１３条第２項の規定中「保険料

率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。 
７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１０条又は第１３条の２」とあるのは「第１３条の９又は

第１３条の１２」と、「６５０，０００円」とあるのは「２２０，０００円」

と、第６項中「第１３条」とあるのは「第１３条の１１」と読み替えるもの

とする。 
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８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介

護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、

「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１０条又は第１３

条の２」とあるのは「第１３条の１８」と、「６５０，０００円」とあるの

は「１７０，０００円」と、第６項中「第１３条」とあるのは「第１３条の

２１」と読み替えるものとする。 

第２３条の３の次に次の１条を加える。 
（出産被保険者に関する届出） 

第２３条の４ 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載

した届書を市長に提出しなければならない。 
⑴ 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号 
⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 
⑶ 出産の予定日 
⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

２ 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 
⑴ 出産の予定日を明らかにすることができる書類 
⑵ 多胎妊娠の場合にあつては、その旨を明らかにすることができる書類 
⑶ 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産した被保険

者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 
３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行

うことができる。 
４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第１項各号に

掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確

認することができるときは、第１項の規定による届出を省略させることがで

きる。 
  付  則 

 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例による改正後の第１９条の４の規定は、令和５年度分の保険料の

うち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の保

険料について適用し、令和５年度分の保険料のうち令和５年１２月以前の期
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間に係るもの及び令和４年度以前の年度分の保険料については、なお従前の

例による。 
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  議案第５２号  

 

 

 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための公の施設の利用等の

特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和５年１１月２７日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 21 -



 

新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための公の施設の    

利用等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するための公の施設の利用等の

特例に関する条例（令和２年津山市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「新型コロナウイルス」を削る。 

 第１条中「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属の

コロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、

人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染

症をいう。以下同じ。）」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第２項から第４項まで及び第７

項から第９項までに規定する感染症（次条において「感染症」という。）」に改

める。 

 第２条中「新型コロナウイルス」を削る。 

 第４条を削り、第５条を第４条とする。 

 付則中「及び第４条」を削る。 

   付  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の新型コロナウイルス感

染症のまん延を防止するための公の施設の利用等の特例に関する条例（以下

「旧条例」という。）第４条の規定により準用する第３条の規定に基づき使

用料又は利用料金の還付の特例を受ける者については、旧条例の規定は、こ

の条例の施行後も、なおその効力を有する。 

- 22 -



                            議案第５３号  
 
 
 津山市加茂町文化センター条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市加茂町文化センター条例の一部を改正する条例 

 
 津山市加茂町文化センター条例（平成１９年津山市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 
 第３条から第５条までを削り、第６条を第３条とし、第７条を第４条とする。 
 第８条の見出し及び同条第１項中「利用」を「使用」に改め、同条を第５条

とする。 
 第９条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「利用許可」を「使

用許可」に、「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に改め、

同条第２項中「利用料金」を「使用料」に、「利用許可」を「使用許可」に、

「利用後」を「使用後」に、「利用する」を「使用する」に改め、同条を第６

条とする。 
 第１０条を削る。 
 第１１条（見出しを含む。）中「利用料金」を「使用料」に改め、同条を第

７条とする。 
 第１２条（見出しを含む。）中「利用料金」を「使用料」に改め、同条を第

８条とする。 
 第１３条第１項中「利用者」を「使用者」に、「利用に」を「使用に」に、

「を利用」を「を使用」に改め、同条第２項中「利用者」を「使用者」に改め、

同条を第９条とする。 
 第１４条の見出し中「利用権」を「使用権」に改め、同条中「利用者」を「使

用者」に、「利用する」を「使用する」に改め、同条を第１０条とする。 
 第１５条の見出し中「利用許可」を「使用許可」に改め、同条第１項各号列

記以外の部分中「利用者」を「使用者」に、「利用を」を「使用を」に、「利

用許可」を「使用許可」に改め、同項第１号及び第２号中「利用許可」を「使

用許可」に改め、同項第３号中「第８条第３項各号」を「第５条第３項各号」

に改め、同条第２項中「利用者」を「使用者」に改め、同条を第１１条とし、

第１６条を第１２条とする。 
 第１７条中「利用者」を「使用者」に、「利用する」を「使用する」に改め、

同条を第１３条とする。 
 第１８条（見出しを含む。）中「利用者」を「使用者」に、「利用に」を「使

用に」に改め、同条を第１４条とする。 
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 第１９条第１項中「利用者」を「使用者」に、「利用を」を「使用を」に、

「第１５条第１項」を「第１１条第１項」に、「利用許可」を「使用許可」に

改め、同条第２項中「利用者」を「使用者」に改め、同条を第１５条とする。 
 第２０条中「利用者」を「使用者」に、「利用する」を「使用する」に改め、

同条を第１６条とし、第２１条を第１７条とする。 
 別表第１中「（第９条・第１０条関係）」を「（第６条関係）」に改め、 
同表第１項の表中「利用時間」を「使用時間」に、「利用日」を「使用日」に

改め、同表の備考第１項中「利用する」を「使用する」に改め、同備考第３項

及び第４項中「利用者」を「使用者」に、「利用料金」を「使用料」に改め、

同表第２項の表の備考第１項中「利用許可時間」を「使用許可時間」に改める。 
   付  則   

（施行期日） 
１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
 （処分、申請等に関する経過措置） 
２ この条例の施行前に、改正前の津山市加茂町文化センター条例の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。 
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                            議案第５４号  
 
 
 阿波地域農産物等活用型総合交流促進施設「あば交流館」条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   阿波地域農産物等活用型総合交流促進施設「あば交流館」条例の   

一部を改正する条例 
 
 阿波地域農産物等活用型総合交流促進施設「あば交流館」条例（平成１７年

津山市条例第１１５号）の一部を次のように改正する。 
 別表第１を次のように改める。 
別表第１（第９条・第１０条関係） 

区分 単位 金額 
和室（バス・トイレ付、１０畳） １人１泊 ８，８００円

和室（バス・トイレ付、７．５畳） １人１泊 ７，７００円

ドミトリー １人１泊 ６，６００円

 備考 利用時間は、１５時から翌日の１０時までとする。 
   付  則   
 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
 （準備行為） 
２ 市長は、この条例の施行前においても、この条例による改正後の阿波地域

農産物等活用型総合交流促進施設「あば交流館」条例に基づく事務の実施に

必要な行為をすることができる。 
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議案第５５号  

 

 

小型低床ノンステップバスの購入について 

 

 ごんごバス加茂線で使用する小型低床ノンステップバスを購入したいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

津山市条例第６号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 購 入 物 件  小型低床ノンステップバス 

２ 購 入 数 量  １台 

３ 購 入 機 種  ２ＤＧ－ＨＸ９ＪＬＣＥ 

４ 購 入 価 格  ２０，８８７，３１０円 

５ 契約の相手方  津山市津山口２５９番地 

          岡山日野自動車株式会社津山支店 

          支店長 浅雄 農 

 

 

令和５年１１月２７日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第５６号  
 
 

財産の処分について 
 

次のとおり財産を売却したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和３９年津山市条例第６号）第３条の規定により、

議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 財 産 の 種 類  土地 
２ 財産の所在地  津山市戸島地内 
３ 財 産 の 面 積  ７，９９９平方メートル 
４ 売却予定価格  ９４，３１３，０２９円 
５ 契約の相手方  大阪府吹田市江坂町一丁目２３番５号 
          株式会社タケックス・ラボ 
          代表取締役 岡田 久幸 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第５７号  
 
 

損害賠償の額を定めることについて 
 

 次のとおり市有地の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定により、

議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 相手方 
  津山市在住者 
２ 事故の概要 
  令和５年１月３１日午前１１時２５分頃、阿波地内の公園の樹木の枝が積

雪等で落下したことにより、相手方の墓石等を破損したものである。 
３ 損害賠償額 
  １，３０５，７００円 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第５８号  
 
 

損害賠償の額を定めることについて 
 

 次のとおり市有地の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定により、

議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 相手方 
  津山市在住者 
２ 事故の概要 
  令和５年１月３１日午前１１時２５分頃、阿波地内の公園の樹木の枝が積

雪等で落下したことにより、相手方の墓石等を破損したものである。 
３ 損害賠償額 
  ３，４９２，５００円 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第５９号  
 
 

損害賠償の額を定めることについて 
 

 次のとおり市有地の管理の瑕疵による損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１３号の規定により、

議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 相手方 
  兵庫県姫路市在住者 
２ 事故の概要 
  令和５年１月３１日午前１１時２５分頃、阿波地内の公園の樹木の枝が積

雪等で落下したことにより、相手方の墓石等を破損したものである。 
３ 損害賠償額 
  ４，６５０，２５０円 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６０号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

加茂町福祉センターの指定管理者について、次のとおり指定したいので、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議

会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市加茂町小中原１４３番地 
  加茂町福祉センター 
２ 指定する団体 
  津山市山北５２０番地 
  社会福祉法人津山市社会福祉協議会 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６１号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」の指定管理者について、次のとおり指定し

たいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市加茂町小中原１４３番地 
  高齢者総合福祉施設「めぐみ荘」 
２ 指定する団体 
  津山市山北５２０番地 
  一般財団法人津山市都市整備公社 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６２号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

津山圏域雇用労働センターの指定管理者について、次のとおり指定したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市山下９２番地１ 
  津山圏域雇用労働センター 
２ 指定する団体 
  津山市山下９２番地１ 
  津山広域事務組合 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６３号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

津山市三世代研修宿泊施設の指定管理者について、次のとおり指定したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市加茂町中原５１６番地１ 
  津山市三世代研修宿泊施設（ウッディハウス加茂） 
２ 指定する団体 
  津山市山北５２０番地 
  一般財団法人津山市都市整備公社 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６４号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

津山文化センターの指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市山下６８番地 
  津山文化センター 
２ 指定する団体 
  津山市山下６８番地津山文化センター内 
  公益財団法人津山文化振興財団 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６５号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

道の駅久米の里の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市宮尾５６３番地１ 
  道の駅久米の里 
２ 指定する団体 
  津山市宮尾５６３番地１ 
  有限会社アグリ久米 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６６号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

奥津川ラビンの里の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会

の議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市奥津川８６７番地 
  奥津川ラビンの里 
２ 指定する団体 
  高知県高岡郡中土佐町大野見神母野６５２番地 
  ＪＰＴ・Ｔｏｕｒｓ・Ｊａｐａｎ株式会社 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第６７号  
 
 

指定管理者の指定について 
 

黒木キャンプ場の指定管理者について、次のとおり指定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を求める。 
 

記 
 
１ 管理を行わせる施設 
  津山市加茂町黒木６４６番地９ 
  黒木キャンプ場 
２ 指定する団体 
  津山市山下９７番地１ 
  公益社団法人津山市観光協会 
３ 指定の期間 
  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 
 
  令和５年１１月２７日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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